
別記様式５

国立研究開発法人農業･食品産業技術総合研究機構

公益法人の
区分

国所管、都道府
県所管の区分

応札・応募者数

ＲＩ廃棄物廃棄業務
本部総務部長　宮本　宏
(茨城県つくば市観音台３
－１－１)

令和1年10月7日

東京都文京区本駒込２－２
８－４５
（社）日本アイソトープ協
会

現在、放射性廃棄物を業とし
て集荷・処理する許可を得て
いる機関は公益社団法人日本
アイソトープ協会のみであ
り、同協会以外に本業務を実
施できる者がないことから、
会計規程第３８条第１号に該
当するため。

－ 22,330,968 － 0 公社 国所管 1

マルチビーズショッカー

果樹茶業研究部門金谷茶
業研究拠点 茶業研究監
角川　修
(静岡県島田市金谷猪土居
2769)

令和1年10月7日

静岡県藤枝市青木１－２０
－１４
（株）池田理化藤枝支店

競争入札に付したが落札せ
ず、再度の入札を行っても落
札者がなかったことから会計
規程第３８条第４号及び契約
事務実施規則第２８条第１項
に該当するため。

－ 2,722,500 － － － － －

農研機構LANシステムヘルプ
デスク業務

本部総務部長　宮本　宏
(茨城県つくば市観音台３
－１－１)

令和1年10月8日
東京都新宿区揚場町２－１
大興電子通信（株）

競争入札に付したが落札せ
ず、再度の入札を行っても落
札者がなかったことから会計
規程第３８条第４号及び契約
事務実施規則第２８条第１項
に該当するため。

－ 39,050,000 － － － － －

分散オブジェクトストレー
ジシステム開発業務

本部総務部長　宮本　宏
(茨城県つくば市観音台３
－１－１)

令和1年10月21日
東京都港区赤坂５－２－２
０
メモリーテック（株）

公募型企画競争により選定さ
れた相手方を随意契約審査委
員会において審査したもので
あり、会計規程第３８条第１
号に該当するため。

－ 13,970,000 － － － － －

トラクター（ロータリー
付）

九州沖縄農業研究セン
ター都城研究拠点　畑作
研究領域長　小柳　敦史
(宮崎県都城市横市町６６
５１－２)

令和1年10月23日

宮崎県都城市志比田町４５
２９－１
（株）南九州沖縄クボタ都
城営業所

競争入札に付したが落札せ
ず、再度の入札を行っても落
札者がなかったことから会計
規程第３８条第４号及び契約
事務実施規則第２８条第１項
に該当するため。

－ 1,243,000 － － － － －

機構内保有データに対する
統合検索システム開発及び
技術コンサルティング業務

本部総務部長　宮本　宏
(茨城県つくば市観音台３
－１－１)

令和1年10月31日
茨城県つくば市千現２－１
－６
ペンギンシステム（株）

公募型企画競争により選定さ
れた相手方を随意契約審査委
員会において審査したもので
あり、会計規程第３８条第１
号に該当するため。

－ 14,778,500 － － － － －

実験用作業管理システムの
実証試験用改造業務

本部総務部長　宮本　宏
(茨城県つくば市観音台３
－１－１)

令和1年10月31日

福岡県福岡市中央区渡辺通
２－９－３１
小林クリエイト（株）福岡
営業部

システムの改良を行うもので
あるため、著作権を保有する
プログラム開発元以外では対
応することができず、競争を
許さないことから会計規程第
３８条第１号に該当するた
め。

－ 1,958,000 － － － － －

公益法人の場合
備考

随意契約に係る情報の公開（物品・役務等）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年６月１日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

物品役務等の名称及び数量
契約担当者等の氏名並び
にその所属する部局の名

称及び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

随意契約によることとした業
務方法書又は会計規定等の根

拠規定及び理由
予定価格 契約金額 落札率

再就職の
役員の数



公益法人の
区分

国所管、都道府
県所管の区分

応札・応募者数

公益法人の場合
備考物品役務等の名称及び数量

契約担当者等の氏名並び
にその所属する部局の名

称及び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

随意契約によることとした業
務方法書又は会計規定等の根

拠規定及び理由
予定価格 契約金額 落札率

再就職の
役員の数

委託研究「サツマイモ品種
判別のための品種のDNA配列
解析及び判別技術適用のた
めの予備的試験に関する研
究のうち研究課題「品種判
別マーカー開発のためのレ
トロトランスポゾン挿入多
型情報の収集と情報解析」

本部総務部長　宮本　宏
(茨城県つくば市観音台３
－１－１)

令和1年10月31日
岡山県岡山市北区津島中１
－１－１
国立大学法人岡山大学

試験研究計画の公募を行い、
外部有識者等で構成される実
証課題審査委員会による審査
の結果、採択されており、競
争を許さないことから会計規
程第３８条第１号に該当する
ため。

－ 1,500,000 － － － － －

委託研究「サツマイモ品種
判別のための品種のDNA配列
解析及び判別技術適用のた
めの予備的試験に関する研
究のうち研究課題「品種判
別マーカー開発のためのSNP
多型情報の収集と情報解
析」

本部総務部長　宮本　宏
(茨城県つくば市観音台３
－１－１)

令和1年10月31日

千葉県木更津市かずさ鎌足
２－６－７
（公財）かずさＤＮＡ研究
所

試験研究計画の公募を行い、
外部有識者等で構成される実
証課題審査委員会による審査
の結果、採択されており、競
争を許さないことから会計規
程第３８条第１号に該当する
ため。

－ 1,500,000 － － － － －

委託研究「栽培マニュアル
プラットフォーム実証業
務」（果茶研）

果樹茶業研究部門長　高
梨　祐明
(茨城県つくば市藤本２－
１)

令和1年10月31日
東京都千代田区内神田２－
１２－５
（株）ビーマップ

試験研究計画の公募を行い、
外部有識者等で構成される実
証課題審査委員会による審査
の結果、採択されており、競
争を許さないことから会計規
程第３８条第１号に該当する
ため。

－ 18,073,000 － － － － －

委託研究「栽培マニュアル
プラットフォーム実証業
務」（果茶研）

果樹茶業研究部門長　高
梨　祐明
(茨城県つくば市藤本２－
１)

令和1年10月31日
岩手県北上市成田２０－１
岩手県農業研究センター

試験研究計画の公募を行い、
外部有識者等で構成される実
証課題審査委員会による審査
の結果、採択されており、競
争を許さないことから会計規
程第３８条第１号に該当する
ため。

－ 1,945,000 － － － － －

委託研究「栽培マニュアル
プラットフォーム実証業
務」（果茶研）

果樹茶業研究部門長　高
梨　祐明
(茨城県つくば市藤本２－
１)

令和1年10月31日
群馬県伊勢崎市西小保方町
４９３
群馬県農業技術センター

試験研究計画の公募を行い、
外部有識者等で構成される実
証課題審査委員会による審査
の結果、採択されており、競
争を許さないことから会計規
程第３８条第１号に該当する
ため。

－ 2,300,000 － － － － －

委託研究「栽培マニュアル
プラットフォーム実証業
務」（果茶研）

果樹茶業研究部門長　高
梨　祐明
(茨城県つくば市藤本２－
１)

令和1年10月31日
長野県須坂市小河原４９２
長野県果樹試験場

試験研究計画の公募を行い、
外部有識者等で構成される実
証課題審査委員会による審査
の結果、採択されており、競
争を許さないことから会計規
程第３８条第１号に該当する
ため。

－ 2,000,000 － － － － －

委託研究「栽培マニュアル
プラットフォーム実証業
務」（果茶研）

果樹茶業研究部門長　高
梨　祐明
(茨城県つくば市藤本２－
１)

令和1年10月31日
山梨県甲府市丸の内１－６
－１
山梨県

試験研究計画の公募を行い、
外部有識者等で構成される実
証課題審査委員会による審査
の結果、採択されており、競
争を許さないことから会計規
程第３８条第１号に該当する
ため。

－ 1,902,000 － － － － －



公益法人の
区分

国所管、都道府
県所管の区分

応札・応募者数

公益法人の場合
備考物品役務等の名称及び数量

契約担当者等の氏名並び
にその所属する部局の名

称及び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

随意契約によることとした業
務方法書又は会計規定等の根

拠規定及び理由
予定価格 契約金額 落札率

再就職の
役員の数

クラスター事業「遠隔操作
式高能率法面草刈機の開
発」

本部管理本部さいたま管
理部長　岡市　一範
(埼玉県さいたま市北区日
進町１－４０－２)

令和1年10月1日

広島県福山市西深津町６－
１２－１
（国研）農業・食品産業技
術総合研究機構西日本農業
研究センター

試験研究計画の公募を行い、
外部有識者等で構成される委
員会による審査の結果、採択
されており、競争を許さない
ことから会計規程第３８条第
１号に該当するため。

－ 11,000,000 － － － － －

※公益法人の区分において、「公財」は、「公益財団法人」、「公社」は「公益社団法人」、「特財」は、「特例財団法人」、「特社」は「特例社団法人」をいう。

（注）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。


